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環境保全課

541 平成15年度

地球温暖化対策事業事務事業名
（中事業名）

予算科目 大事業 中事業

事務事業№

総合計画施策コード 事務開始年度

担当課名

備　考

令和3年9月

04 01 10 04 00

根拠法令等 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金交付要綱等 作成月

事業の概要
（具体的に何を）

住宅用地球温暖化対策設備を設置する個人、または電気自動車などの低公害車を新車登録した
個人・法人に補助金を交付する。

事業の対象
（誰(何)のために）

住宅用地球温暖化対策設備の設置、または低公害車の購入を予定している人

事業の目的
（どうするために）

地球温暖化防止対策の一環として、住宅用地球温暖化対策設備及び低公害車の普及を図る。

●事業の内容【PLAN】

事　業　の　概　要

2,250,000円低公害車補助金（5万円×41件、20万円×1件）低公害車普及促進事業
補助金

28,050,000円定置用リチウムイオン蓄電システム（10万円×161件）
等

住宅用地球温暖化対策
設備導入費補助金

金　額概　　　　要項　目

事業費の中の
主な支出項目
（R2決算額）

事業費の増減理由
(対前年度比10％超の場合記入)

-3.21%-1,054,222円 R2 総事業費③の対前年度比率R2 総事業費③の対前年度差額

1,456,556円1,453,290円1,437,512円

0円

25,580,556円

6,876,000円

0円

0円

0円

25,089,290円

6,664,000円

0円

0円

0円

26,138,512円

6,669,000円

32,456,556円31,753,290円

0.20人0.20人

0円

0円

32,807,512円

0.20人

31,000,000円30,300,000円31,370,000円

その他

市費

県からの支出金

国からの支出金

使用料・手数料
総
事
業
費
③
の

財
源
内
訳

総事業費③(① +② )

事業にかかる人件費②

事 業 に か か る 人 工

事 業 費 ①

令和3年度(予算)令和2年度(決算)令和元年度(決算)項　　目

●事業費の内訳【DO】

3,175,329円3,280,751円

令和3年度令和2年度令和元年度活動一単位当たりの
コスト(③÷④)

円29,000,000円29,000,000円35,100,000

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

住宅用太陽光発電装置設置費補助金額

指標の推移

具体的な指標

○事業で得たい成果を示すもので、受益者(市民)の観点から捉えた具体的な効果や効用(アウトカム)事業の目的

成
果
指
標

回10回10回5

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

市民等への周知活動延べ回数(広報紙、ホームページ等)

指標の推移

具体的な指標

○事業全体の結果を示すもので、具体的な活動量や活動実績(アウトプット)

活
動
指
標

●指標の設定【DO】 (事業の実施にあたり、どれだけの成果(成果指標)を得るために、どれだけの活動(活動指標)をするか。

目標値　

実績値④ 回10回10

円28,050,000円28,070,000

目標値　

実績値　



平成28年度において平成29年度から5年間延長する改正を行った。事業の終了時期が
未定の場合の理由

未定未定 事業の終了時期が未定の場合、事業の抜本的な見直し時期事業の終了時期

評　　　　　　　　価

-事業の委託状況

●担い手の点検と事業の終期【DO】

委託の内容委託していない

西三河各市は財政力があるのため、T市以外は補助内容が充実しており、各市事業費増加の
中、予算削減や補助メニューの減少は難しい。事業全体の課題

補助金を交付する事業のため不可。民間委託又は市民
協働拡大の方向性

県と協調補助事業のメニーが増加しており、岡崎市・豊田市・みよし市はZEHや断熱窓改修工
事の補助に着手している。本年度は、申請額が10月中に予算額に到達予定である。(理由)

(評価)
事業の方向性

地球温暖化防止対策のための施策で、国はCO2削減に向けて動いており、愛知県と各市町村も
協調補助で事業を行っているため費用や業務量は増加していく傾向である。

評価の総合的な
コメント

受益者負担の割合は適切か

受益者負担を求めていない、また、求めている
状況は適当か

受益者に偏りはないか

委託等、手段を変更してもコスト削減は期待で
きないか

事業実績や目的に対して費用がかかりすぎてい
ないか

単位コストは、前年を下回っているか

公
　
平
　
性

評価評　価　項　目

効
　
率
　
性

事務成果が上位施策の目標達成に貢献している
か

事務を継続することで、成果の向上が期待でき
るか

事業の目的は達成できているか

変化する社会情勢の中で、事業の意義は失われ
てないか

国・県・市・民間との役割は適切か

市が関与することが適切か(委託・民営化は不
可能)

有
　
効
　
性

評価評　価　項　目

妥
　
当
　
性

評
　
　
　
　
価

●個別評価【CHECK】◎:適正　○:概ね適正　△:適正ではない　－:いずれにも該当しない

２ 今後は、内容を見直して事業を拡大する。

事業に対する市民ニーズを把握しているか 事務の手段を工夫しても業務時間は短縮できな
いか

他市町村と比べて上位に位置しているか サービスの提供方法に公平性を欠いていないか

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

○

○

○

○

◎

地球温暖化防止対策は国の施策であり、愛知県とも協調補助を続け、時代のニーズを見極めて
新しい補助施策を検討し、取り入れていく。今後の改善策

●改善案【ACTION】

なし
市民サービス向上
に向けた意見等

●参考意見等【CHECK】

（令和3年度）　①HEMS、燃料電池、蓄電池、電気自動車等充給電設備の補助については、西
三河の9市では、T市を除いてはほぼ同様に実施しているが、補助金の上限額は各市で異なる。
②低公害車普及促進補助　西三河の9市では、T市を除いて同様に実施されているが、補助金の
上限額は各市で異なる。

同類事業の
近隣市の実施状況

●近隣の状況【CHECK】
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環境保全課

523 平成15年度

鳥獣保護事業事務事業名
（中事業名）

予算科目 大事業 中事業

事務事業№

総合計画施策コード 事務開始年度

担当課名

備　考

令和3年9月

04 01 11 04 00

根拠法令等 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 作成月

事業の概要
（具体的に何を）

・捕獲申請内容を審査し、野生鳥獣捕獲の許可をする。・捕獲箱の貸し出しを行う。・市で捕
獲されたアライグマ、ハクビシン等を回収し、処分については地元猟友会に委託を行う。

事業の対象
（誰(何)のために）

野生鳥獣により生活被害を受けている市民。

事業の目的
（どうするために）

野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、生物多様性を確保する。

●事業の内容【PLAN】

事　業　の　概　要

572,000円13,000円×44頭有害鳥獣駆除業務委託
料

金　額概　　　　要項　目

事業費の中の
主な支出項目
（R2決算額）

事業費の増減理由
(対前年度比10％超の場合記入)

1.67%33,214円 R2 総事業費③の対前年度比率R2 総事業費③の対前年度差額

1,456,556円1,453,290円1,437,512円

0円

1,962,556円

0円

0円

0円

0円

2,025,290円

0円

0円

0円

0円

1,992,076円

0円

1,962,556円2,025,290円

0.20人0.20人

0円

0円

1,992,076円

0.20人

506,000円572,000円554,564円

その他

市費

県からの支出金

国からの支出金

使用料・手数料
総
事
業
費
③
の

財
源
内
訳

総事業費③(① +② )

事業にかかる人件費②

事 業 に か か る 人 工

事 業 費 ①

令和3年度(予算)令和2年度(決算)令和元年度(決算)項　　目

●事業費の内訳【DO】

67,510円66,403円

令和3年度令和2年度令和元年度活動一単位当たりの
コスト(③÷④)

％40％40％40

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

有害鳥獣捕獲率（捕獲許可件数/捕獲数）（鳥を除く。）

指標の推移

具体的な指標

○事業で得たい成果を示すもので、受益者(市民)の観点から捉えた具体的な効果や効用(アウトカム)事業の目的

成
果
指
標

件32件32件50

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

有害鳥獣捕獲許可件数（鳥を除く。）

指標の推移

具体的な指標

○事業全体の結果を示すもので、具体的な活動量や活動実績(アウトプット)

活
動
指
標

●指標の設定【DO】 (事業の実施にあたり、どれだけの成果(成果指標)を得るために、どれだけの活動(活動指標)をするか。

目標値　

実績値④ 件30件30

％58％34

目標値　

実績値　



鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条の許可事務のうち、愛知県事務処理特例条例
に基づき、狩猟鳥獣48種及び非狩猟鳥獣11種について市に事務委譲されているため。

事業の終了時期が
未定の場合の理由

未定未定 事業の終了時期が未定の場合、事業の抜本的な見直し時期事業の終了時期

評　　　　　　　　価

捕獲したアライグマ等の処分業務事業の委託状況

●担い手の点検と事業の終期【DO】

委託の内容一部委託している

アライグマ等の外来鳥獣捕獲数が増えている事から、生態系が出来ていると思われるため。今
後も捕獲数の増加が考えられる。事業全体の課題

外来鳥獣については、市民では生きたまま移動させる事が出来ないが、その他捕獲後の鳥獣に
ついては捕獲者本人にお願いしていきたい。

民間委託又は市民
協働拡大の方向性

外来鳥獣は、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律により行政職員しか、
生きたまま運搬保管出来ないが、その他は捕獲者本人で殺傷処分をしてもらいたい。(理由)

(評価)
事業の方向性

この業務は、山林が近接している地域に偏り、都市部の市民にとっては恩恵の少ない業務であ
るが、法律で定められており、県条例で事務委譲されているため業務を進めている。

評価の総合的な
コメント

受益者負担の割合は適切か

受益者負担を求めていない、また、求めている
状況は適当か

受益者に偏りはないか

委託等、手段を変更してもコスト削減は期待で
きないか

事業実績や目的に対して費用がかかりすぎてい
ないか

単位コストは、前年を下回っているか

公
　
平
　
性

評価評　価　項　目

効
　
率
　
性

事務成果が上位施策の目標達成に貢献している
か

事務を継続することで、成果の向上が期待でき
るか

事業の目的は達成できているか

変化する社会情勢の中で、事業の意義は失われ
てないか

国・県・市・民間との役割は適切か

市が関与することが適切か(委託・民営化は不
可能)

有
　
効
　
性

評価評　価　項　目

妥
　
当
　
性

評
　
　
　
　
価

●個別評価【CHECK】◎:適正　○:概ね適正　△:適正ではない　－:いずれにも該当しない

３ 今後は、内容を見直して事業を縮小する

事業に対する市民ニーズを把握しているか 事務の手段を工夫しても業務時間は短縮できな
いか

他市町村と比べて上位に位置しているか サービスの提供方法に公平性を欠いていないか

◎

◎

◎

○

○

○

○

○

△

○

○

○

△

○

○

○

野生動物による家屋被害があることは把握しておりますが、その一方で野生動物は保護（外来
鳥獣は除く）の対象にもなっています。捕獲許可や檻の貸出を行っていること、野生動物は保
護の対象でもある事のPRに努めていきます。

今後の改善策

●改善案【ACTION】

なし
市民サービス向上
に向けた意見等

●参考意見等【CHECK】

県の事務委譲に伴い、県下全ての市町村で捕獲許可業務を行っている。近隣市では、捕獲許可
事務は環境部局、農業被害等に伴う捕獲箱貸出や駆除業務は農政部局が行っており、業務の目
的を明確にしている。

同類事業の
近隣市の実施状況

●近隣の状況【CHECK】
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環境保全課

424 平成13年度

狂犬病予防事業事務事業名
（中事業名）

予算科目 大事業 中事業

事務事業№

総合計画施策コード 事務開始年度

担当課名

備　考

令和3年9月

04 01 12 01 00

根拠法令等 狂犬病予防法 作成月

事業の概要
（具体的に何を）

・犬の鑑札並びに注射済票の（再）発行
・犬の登録・消除及び予防注射状況の管理
・狂犬病予防注射の周知
・狂犬病予防集合注射の実施
・獣医師への事務委託

事業の対象
（誰(何)のために）

西尾市内で飼養されている犬の所有者

事業の目的
（どうするために）

人獣共通感染症である狂犬病の蔓延を防止するため、狂犬病予防法に基づいて狂犬病予防注射
に関する事務を行う。

●事業の内容【PLAN】

事　業　の　概　要

1,145,575円会計年度職員人件費（報酬1,003円×970時間、期末手
当133,815円、費用弁償210円×185日）

人件費

2,934,401円犬登録済票交付手数料等徴収事務（鑑札300円×678頭
×1.1、注射済票275円×8,694頭×1.1）鑑札・注射済

その他委託料

金　額概　　　　要項　目

事業費の中の
主な支出項目
（R2決算額）

事業費の増減理由
(対前年度比10％超の場合記入)

7.81%706,671円 R2 総事業費③の対前年度比率R2 総事業費③の対前年度差額

3,641,389円3,633,226円3,593,779円

0円

2,081,389円

0円

0円

7,995,000円

0円

2,389,283円

0円

0円

7,366,820円

0円

1,461,902円

0円

10,076,389円9,756,103円

0.50人0.50人

0円

7,587,530円

9,049,432円

0.50人

6,435,000円6,122,877円5,455,653円

その他

市費

県からの支出金

国からの支出金

使用料・手数料
総
事
業
費
③
の

財
源
内
訳

総事業費③(① +② )

事業にかかる人件費②

事 業 に か か る 人 工

事 業 費 ①

令和3年度(予算)令和2年度(決算)令和元年度(決算)項　　目

●事業費の内訳【DO】

1,100円947円

令和3年度令和2年度令和元年度活動一単位当たりの
コスト(③÷④)

％100％100％100

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

予防注射接種率（注射済票交付数／登録頭数）

指標の推移

具体的な指標

○事業で得たい成果を示すもので、受益者(市民)の観点から捉えた具体的な効果や効用(アウトカム)事業の目的

成
果
指
標

頭10,500頭10,578頭11,000

単位令和3年度単位令和2年度単位令和元年度

予防注射実施頭数

指標の推移

具体的な指標

○事業全体の結果を示すもので、具体的な活動量や活動実績(アウトプット)

活
動
指
標

●指標の設定【DO】 (事業の実施にあたり、どれだけの成果(成果指標)を得るために、どれだけの活動(活動指標)をするか。

目標値　

実績値④ 頭8,872頭9,557

％84％87

目標値　

実績値　



狂犬病予防法に規定された事業のため事業の終了時期が
未定の場合の理由

未定未定 事業の終了時期が未定の場合、事業の抜本的な見直し時期事業の終了時期

評　　　　　　　　価

鑑札・注射済票発行手数料徴収事務事業の委託状況

●担い手の点検と事業の終期【DO】

委託の内容一部委託している

狂犬病予防法及び必要な手続きを把握していない飼い主が多いため、義務の周知を図ることが
必要である。事業全体の課題

案内ハガキ、広報等で飼い主に対し、動物病院等での予防注射を案内する。市主催の集合注射
会場数の減少を図る。

民間委託又は市民
協働拡大の方向性

法律に基づく市町村の事業であるため、引き続き実施する。
(理由)

(評価)
事業の方向性

狂犬病予防事業は、市民のニーズに基づく事業ではなく、主に法に定められた手続き等を行う
ものである。

評価の総合的な
コメント

受益者負担の割合は適切か

受益者負担を求めていない、また、求めている
状況は適当か

受益者に偏りはないか

委託等、手段を変更してもコスト削減は期待で
きないか

事業実績や目的に対して費用がかかりすぎてい
ないか

単位コストは、前年を下回っているか

公
　
平
　
性

評価評　価　項　目

効
　
率
　
性

事務成果が上位施策の目標達成に貢献している
か

事務を継続することで、成果の向上が期待でき
るか

事業の目的は達成できているか

変化する社会情勢の中で、事業の意義は失われ
てないか

国・県・市・民間との役割は適切か

市が関与することが適切か(委託・民営化は不
可能)

有
　
効
　
性

評価評　価　項　目

妥
　
当
　
性

評
　
　
　
　
価

●個別評価【CHECK】◎:適正　○:概ね適正　△:適正ではない　－:いずれにも該当しない

１ 今後も、ほぼ現行どおり(事業の内容・規模・手法)進める

事業に対する市民ニーズを把握しているか 事務の手段を工夫しても業務時間は短縮できな
いか

他市町村と比べて上位に位置しているか サービスの提供方法に公平性を欠いていないか

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

◎

◎

◎

○

狂犬病予防対策として、法定化されている予防注射のＰＲに努めていきます。

今後の改善策

●改善案【ACTION】

なし
市民サービス向上
に向けた意見等

●参考意見等【CHECK】

令和2年3月末日時点の登録頭数、狂犬病予防注射頭数、接種率
A市（9,278頭、8,070頭、87.0％）
H市（4,360頭、3,506頭、80.4％）
K市（7,133頭、6,488頭、91.0％）

同類事業の
近隣市の実施状況

●近隣の状況【CHECK】
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